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議事日程第５号 

  令和３年９月３０日（木曜日） 午前１０時開議 

 日程第１  会議録署名議員の指名 
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 日程第２  一般質問〔２人 ５件〕 

       ◎一般質問通告順 

        ６．１０番 高橋重信議員 

        ７． ７番 熱海文義議員 
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        ６．１０番 高橋重信議員 
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              て 

 日程第４  議案第５８号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第５  閉会中の所管事務調査 

                                    

午 前 １０時００分  開 議 

議長（石川良彦君） 皆さん、おはようございます。 

    ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石川良彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第110条の規定により、６番田中みつ子議員及び７番

熱海文義議員を指名いたします。 

                                    

日程第２ 一般質問 

議長（石川良彦君） 日程第２、一般質問を行います。 

    質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

    10番高橋重信議員。 
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10番（高橋重信君） 皆さん、おはようございます。 

    通告に従いまして、10番高橋重信、一般質問を行います。 

    大綱１番、安全通路の確保の要望に対しまして質問いたします。 

    粕川後沢田畑に民間業者による定住促進事業となる分譲宅地開発（け

やき坂ガーデン）が平成 30 年に造成工事が行われ、令和元年６月に分

譲宅地 29 区画が完成いたしました。現在、25 世帯が建設され、21 世

帯が入居されております。令和元年の台風 19 号により吉田川の堤防が

決壊し、甚大な被害をもたらし、けやき坂ガーデンの県道側の出入口

が冠水をいたしまして内水が 1.5 メーターの高さとなり、車両と歩行

者を閉じ込めました。入居者の方から区長さんを通しまして町に車や

歩行者の抜け道が団地の上部に欲しいとの話がありまして、せめて歩

行者だけでもつくってほしいと再三にわたる要望を区長さんのほうか

ら町にありました。安全安心できる生活環境としての通路が必要であ

ると考えますが、所見をお伺いいたします。 

    大綱２番目、グローバル化の中で外国人との共生について質問いたし

ます。 

    ここ数年はグローバル化のもとに国際化が進んでおり、日本に数多く

来ております。来日している外国人は大まかに３通りあります。まず

１番目、東北大学の日本の国費留学生、２番目に個人のお金で日本語

学校へ入学してくる自費留学生、３番目に技能を学んで帰国してもら

う技能支給制度の方法などで来日しております。日本の文化や習慣、

宗教との価値観の違いがあり、習慣の違いが大きい国籍の方も町内で

は数多く見られます。 

    まず１つ目、国籍はどこで、どのような職種で、どのような関連で来

ており、何人大郷町にいらっしゃるのか。 

    また、②番、空き家の多い農村地域は土地の価格が格安であり、外国

人が購入していると聞きますが、この町はどのようになっているのか。 

    ３番目、外国籍の文化も宗教も習慣も違う移住定住者が増えてくるよ

うな場合には生活環境の整備、またトラブルや犯罪の発生も考えられ

ることから条例化が必要と考えますが、所見をお伺いいたします。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 皆さん、おはようございます。 

    ただいまの高橋重信議員の交通安全交通路の要望の質問でございます

が、お答えいたしたいと思います。 

    けやき坂の住民については、民間による分譲事業になってございま
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す。進入路は県道側の１か所しかないことから区長さんからの要望に

より開発業者も交えて別の進入路や横断歩道設置などについて解決策

を模索してまいりました。分譲地の上側に進入路を設けますと、現在

分譲している区画を変更するなど事業者の協力が不可欠となっており

ますことから、引き続き協議してまいりたいという考え方、町も相手

方もこのような考えであるようであります。 

    いずれにしても、住宅開発事業者に対しましては、本町の人口減少対

策に多大の御貢献により町としても深く感謝を申し上げているところ

であります。これからは、もう明日から年度の折り返し時点にござい

ます。このような計画事業申請がある場合には、その時点で関係する

課が課題を共有して相手方の立場に立ってスピーディーな事務処理を

することが望ましいと考えているところであります。関係する課、申

請者含めて、その時点である程度の方向性が出るような環境を構築し

てまいりたいとただいま考えているところでございます。 

    大綱２番目のグローバル化する外国人との共生についてであります

が、（１）につきましては、８月末現在でベトナム人25人、パキスタン

24人、中国11人など12か国から合計90人が住民登録してございます。

在留資格を見ますと技術実習が34人であります。全体の４割ほどとな

ってございますが、職種につきましては、把握してございません。 

    （２）につきましては、８月末現在、空き地・空き家バンクの利用登

録者に占める外国人は全体の３％で４人となっており、契約の実績は

ございません。今後は、空き地・空き家バンク利用登録者の本町に対

するニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。 

    （３）につきましては、外国人に限らず生活環境の多様化や地方定住

などによって文化や習慣などが異なる方々も増えてございますが、地

区コミュニティーなどを通じた互いに暮らしやすい環境づくりが必要

だと考えておりますので、行政といたしましても各行政区長並びに住

民とのいろんな懇談をする時間も必要だというふうに思っております

が、今日でまん延防止等特別措置法も解除になりますので、少しずつ

元の生活環境に戻ってまいることを我々も念頭に置きながら行政サー

ビスを進めてまいりたいと考えているところであります。以上です。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） まず再質問、安全通路の確保についてなんですが、要は

ここに大分早い時期から居住者が発生しまして、台風災害を危惧した

わけなんですが、本当にここを、分譲地が売れるのかなと。ただ、い
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ろんな形でここまでいろんな方が居住していると。その中で大変危険

であるという強い要望が区長さんのほうにありました。要は今回私が

質問したのは、その申請関係の書類ですか、それが町、業者、県とい

う関係に関しては、ここに住んで危険を感じた住民の人は一切関係な

いわけです。何とかしてもらわなきゃいけないということで再三区長

さんが来ているわけなんですが、要は町の担当課のほうにお願いした

いわけなんですが、県への許認可は進入路が１か所であると、自然災

害がいつ起きるか分からないという状況なわけなので、２か所にして

いただきたいと。担当課が県のほうに出向きまして、このけやき坂ガ

ーデンの置かれている状況、県道からの進入路は交通量が大変多く

て、大和警察署でも子供の歩行、通学は大変危険であるとの認識があ

ります。県に説明とおわびをして許認可を受けて業者の申請に応え、

また地域、そこの住民の人にも安心できる暮らし向きにもっていくべ

きかと思うんですが、この辺の見解を何とかひとつよろしくお願いし

ます。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（伊藤義継君） お答えいたします。 

    今回の本事業については、当然民間の分譲地でございます。分譲地の

形状といいますか、あそこのつくりが一帯を囲むような形で分譲が行

われているという形になっていることから、実際進入路については、

県道入り口側１か所だけが設けられているということになっておりま

す。これまで区長さんの要望を受けた中で、町長答弁にもありました

が、再三協議のほう、事業者とともに検討してきたところでございま

す。実際に仮歩道というのを設けたこともございましたけれども、民

間の分譲が進む中において、なかなか正式な道路については、設置す

るのが難しいような状況にございます。実際に正式なといいますか、

道路を設けるとすれば、あの区画の形状を崩した中で設置せざるを得

ないというような形になるかと思いますので、そこは事業者との調整

の中で、どこまで譲歩できるのかといったことを協議してまいりたい

というふうに思います。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） 今、あそこの事業者が申請したのは１万平米以内という

ことなんですが、企業は、要は利益を出して、それで納税をして社会

に何らかの形で貢献しているわけですよ。私、今の課長の答弁の中で

県のほうに出向いて今の現状、県とすれば危険な、子供たちをそのま
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まに、これは決まりだからこのままやってもらわなきゃいけないとい

う、そういう回答しかないのかなと。要はここに住んでいる子供た

ち、いかにして何とかしなきゃいけないと、そういう観点から考えた

場合、それが納税している町民の町に対する信頼かなと思うんです

が、県のほうに行くという、出向くという、その辺の考えはどうなん

でしょうか。もう一度答弁をお願いします。 

議長（石川良彦君） まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（伊藤義継君） その点につきましては、改めて県とも相

談したいと思います。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） 町長に答弁求めますが、今回の区長さんのほうに来られ

た方の中で、大郷町は冷たい町だと、あるいは移り住んで失敗した

と、そのような話もちらっと聞きましたが、このような評価を受けて

大郷町はいいはずはないと思います。町長が町民第一を掲げて町民の

目線で町を見ると、あるいは町民の方を見ると強く公約がありました

し、またそれが庁舎の中にもあらわれておりますが、町長、この事業

このまま放っていい、先ほどの答弁の中に何とかしたいということな

わけなんですが、私は区長さんのほうに、この一般質問終わりました

ら、何とか町でやる方向に決まりましたと、そういう報告したいと思

うんですが、この辺の見解いかがでしょうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） １回目にも申し上げてございますとおり、ただいま協議

中だという事務方の報告でございますので、今後１区画を犠牲にし

て、そこに進入路を付け替えるということになれば可能だということ

であります。そうしますと全体構想が変わってくるということからち

ゅうちょしているようでありますので、だから申請の時点で安全対策

という、環境という、また美観ということからしても、もう少し１歩

も２歩も行政としてのチェック機能が必要だということを強く申し上

げてございます。 

    今後、明日から新たな行財政改革も必要になってきているということ

でございますので、みそ汁も時間がたつと味も変わってくるわけであ

りますので、行政も同じであります。そういうことも踏まえながら、

新たな田中の５期目に向けての行財政改革も含めてスピーディーに相

手方に対応が早いなといわれるような行政改革を進めてまいりますの

で、この件につきましては、ここで投げたわけではございませんの



―１９６― 

で、これからが大事な時期であるというふうに考えておりますので、

どうぞその辺も議員の立場から相手方のほうにも御理解と御協力が得

られるようなお願いを申し上げたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） 分かりました。今後、町としても何か申請、いろんなも

のが上がってきた場合、先々も考えて、しっかり指導していただい

て、これでいいのかと、何か後からなんだかんだトラブルないのか

と、そういう町の在り方、指導をしていただきたいと思います。 

    次、２番目の再質問を行います。 

    外国人ね、いろんな方が大郷にも入ってきているわけなんですが、要

は医療関係で来られた方がちょうど自転車で職場に行って帰ってくる

わけなんですが、たまに、土・日ですね、ちょっと仙台のほうに買い

物にいきたい、あるいは何か食べてきたいと、そうなった場合、交通

手段が大郷にはなかなか便利なものがなくて、せめて住民バスが動い

てくれればいいんですが、その辺もないわけなんですが、今までそう

いう何かいい手段、交通手段はないのかという話、町のほうに連絡な

かったでしょうか。 

議長（石川良彦君） これは通告外ですが、誰に……。 

10番（高橋重信君） もし、答えられる範囲の中でお願いします。 

議長（石川良彦君） まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（伊藤義継君） 公共交通機関という意味での御質問かと

思いますが、これまで外国人の方からそういったお問合わせ等はいた

だいたことはございません。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） 今現在ですね、この方たちは松島町のほうに居住を移し

たそうなんですが、今後そういう形で来られる方が大郷にもし増える

ようであれば何らかのそういう対応も必要かなと、そのように考える

わけなんですが、これは今議長言われたように通告にないということ

なんで。 

    もう一つ、ちょっと関連なんですが、要は大郷町の中に駐車、車がは

み出して駐車している部分がありまして、警察署のほうから何度か出

向いたようなんですが、この辺のクレームは町のほうに入っておりま

すか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 
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総務課長（遠藤龍太郎君） お答えいたします。 

    外国人の経営している中古の、中古車両の置き場の件についての苦情

等は入ってございません。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10番（高橋重信君） 入ってないんですね。町のほうには。間違いなく警察官

の方が出向いて注意したというような話を町民の方から聞かされまし

たので、今後その辺の町の景観、いろんなものがそういう形である

と、放っておかれると、やっぱり移住を考えた場合になかなか大郷

を、住むには違うほうがいいんじゃないかというような話にもなりま

すので、この辺しっかりと対応していただきたいと思います。 

    要は日本の文化、法律、その辺もきちっと励行していただける外国人

の方であればいいんですが、そうじゃないといろんな形でトラブル、

日本全国いろんな形でそういうトラブルも、スマホなどを拝見します

と出ておりますので、今後大郷もどのように進んでいくのか。農業を

基盤とする町が違う方向にあるんでは、ちょっとあまりにも自然、自

然豊かな大郷、私は大変寂しい思いになりますので、この辺はしっか

りとやっていただきたいと。 

    それで、大郷でも平成21年にそういう条例、条例というかそういうも

のができたのかなと。外国人じゃないんですけれども、そういう人た

ちが何かトラブルならないようにということ、それをさらにちょっと

今の人に取扱いを変えて、国際化の中でそういう方たちがきちっとし

た生活を、あるいは大郷の人たちとも、要はお互いに生活できるよう

な、そういう基盤をつくるためにも条例が必要かなと思うんですが、

その辺の見解をお願いします。 

議長（石川良彦君） 条例、何の、具体的に、何が課題となってどういうふう

な条例ということですか。 

10番（高橋重信君） 犯罪が大分多くなってきているんですよ。大郷ではそう

いうのはまだないようなんですが、あるいはそういう状況も習慣も法

律もいろんな形でない方たちが入ってくるので、そういう人たちが何

とかするためには条例が一番いいのかなと。 

議長（石川良彦君） 高橋議員、ちょっと先入観あるのかなと思うんですけれ

ども、外国人の方に対しての蔑視差別的な発言とそれから考えのもと

での意見かなと思うんですが、大丈夫ですか。外国人の方々だけ犯罪

というわけではないんで、そこに特化した条例というのは恐らく難し

いと思うんですけれども、どうですか、これ。 
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    とりあえず答弁を求めます。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 先ほど平成21年というお話でしたので、恐らく大

郷町安全安心まちづくり条例のことを話しているのかなとは思います

が、この条例理念は、安全安心なまちづくりは町・町民及び事業者が

自らの安全は自らが守る、地域の安全は地域が守るという意識を持

ち、町・町民及び事業者がそれぞれの役割を分担し、相互に連携を図

りながら協働して取り組むことによって安全で安心な地域社会を実現

することを基本理念とするという条例でございます。 

    この理念に基づきまして、外国人の方も住民登録をされておれば町民

の方でございますので、それぞれ、あとお勤め先も町内企業であれば

事業主の方がそういった外国人を指導していただき、日本の習慣や、

習慣等になじんでいただくような生活を送っていただければと思って

おります。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 

10 番（高橋重信君） 今、総務課長が言われたやつは私も拝見しまして、要

は、今は大分外国人の方が入ってきて現状を踏まえた対応が必要なの

かなと思って質問したわけなんですが、要は住まいが明らかになって

いない方も出てきているのかなと。要は大郷を、移住・定住を考えて

人口増を図るためには、やっぱりよそから来た方があまりにもそうい

う形で多いと、しっかりとした外国人の方であればいいんですが、そ

うじゃないとなかなか難しい方向に進んでしまうので、その辺を思う

から一般質問したわけなんですが、今後町としても大郷にそういう方

たちが住んでくるんであればしっかりと把握して、大郷の町が、そう

いう文化なりなんなりを、法律なりをしっかりと守っていただけるよ

うに、そういう指導をしていただきたいと思いますが、最後にその辺

の見解をお聞きして一般質問を終わります。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 我が町は小さな自治体でございまして、職員数も

かなり、100名程度と少ない状況にございます。その中にあって、主に

先ほど町長が申し上げました外国人の場合、東南アジア地域が多いわ

けなんですが、そちらのほうの現地語を話せる職員が少ない、もしく

はいないということで直接的な指導はできかねますので、ぜひともそ

の辺は雇い主である企業さんのほうで指導をしていただければと思っ

ております。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 高橋重信議員。 
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10番（高橋重信君） 以上で、一般質問を終わります。 

議長（石川良彦君） これで、高橋重信議員の一般質問を終わります。 

    次に、７番熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 皆さん、おはようございます。ラストバッターでござい

ますので、丁寧な答弁をお願いしたいと思います。 

    それでは、通告に従いまして一般質問をいたします。大綱３点につい

てお伺いします。 

    １点目、新型コロナウイルス感染対策についてということで、９月に

入ってから全国の新型コロナ感染者の人数が減り始めていますが、ま

だこれをつくった時点では緊急事態宣言中ですが、今日まででまん延

防止等特別措置も解除なりますが、まだまだ予断を許さない状況であ

る。そこで、３点についてお伺いします。 

    １．コロナ感染は酒類を提供する店だけが悪いように報道されており

ますが、本当にそうなのか。県や本町で感染した人たちの感染履歴な

ど調査したことがあるのか、なければ早急に調査し、調査したことが

あるのであれば、その内容について、どうして感染したのか町民にあ

る程度注意喚起すべきではないでしょうか。 

    ２．コロナワクチン接種を２回摂取しても抗体がゼロ％という人が少

なからずいるそうなので、心配する方々のためにも抗体検査ができる

医療機関はどこなのか、また料金はどのぐらいかかるのか。 

    ３番、全国の小中学校でオンライン授業での子供たちの感染対策を行

っているが、本町の小学校・中学校でのオンライン授業の実施はどう

なっているのか。 

    大綱２番目、防犯カメラについて。 

    １．庁舎の防犯カメラはすぐにパソコンでチェックできますが、他の

主要交差点や道の駅など犯罪が起きた場合の早急なチェック方法はあ

るのか。 

    ２．計画的に２台とか３台設置する考えはないのか。 

    また、ドライブレコーダーを使って犯罪防止につながると思います

が、そのドライブレコーダーに補助金などの考えはないのか。 

    ３．公約について。縁の郷にアスレチックパークを新設するとのこと

だが、次のことについてお伺いします。 

    １番、縁の郷のどの場所にアスレチックパークを考えているのか。 

    ２．建設に幾らぐらいを見込んでいるのか。年間にかかる管理費につ

いての財源はどうするのか。 
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    ３番、アスレチックパークだけではなく公園などの新設も検討してい

るのか。よろしくお願いします。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。初めに。町長。 

町長（田中 学君） それでは、熱海議員の大綱１番目の新型コロナ関係であ

りますが、（１）の新型コロナウイルス感染症の感染履歴に関しまして

は、保健所で行うこととなっており、保健所が感染履歴の調査を行っ

てございます。その中で多数の感染者が判明した場合、集団感染（ク

ラスター）として、どのような状況で感染したかを公表し、広く注意

喚起してございます。 

    酒類の提供については、多くの店では業種別ガイドラインに沿った営

業を実施しているものの、一部の対策を怠った店舗や利用者が多くな

らないこと、他の飲食に比べ長時間同じ場所にとどまること、飲酒さ

れた方の移動、履歴調査が困難な事例が多いことによると思われま

す。 

    （２）の抗体検査は、できる医療機関は県内に数か所ございます。料

金は5,000円から１万円前後となっているようでございます。 

    次の（３）につきましては、教育長から答弁をさせていただきたいと

思います。 

    大綱２番目の防犯カメラの御質問でありますが、（１）につきまして

は、総務課で所管している防災カメラは町内主要交差点に14台設置し

てございます。 

    防犯カメラの映像確認は各カメラに広く媒体が内蔵されてございます

ので、カメラの設置場所にパソコンを持参し、有線でパソコンと防犯

カメラをつなぎ、内容を確認する方法でございます。警察などからの

捜査協力依頼があった場合は迅速に対応してございます。 

    （２）につきましては、現在町内主要交差点には設置済みのため、導

入やその後の維持管理費も考慮した上で効果的な場所への増設や、よ

り高性能の機種への変更などを検討しているところであります。 

    ドライブレコーダーにつきましては、通行事故が起きた際に状況記録

やあおり運転対策、車上荒らし対策など自己防衛に寄与する面が大き

いと考えてございます。また、記録された映像が被写体の了解なしに

ＳＮＳなどで投稿される可能性もあり、新たな問題も含んでございま

す。したがいまして、公費による補助制度設立の計画は考えていない

ところであります。 

    （３）私の公約でございます（１）のアスレチックパーク構想につき
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ましては、縁の郷プロジェクトとして町道縁の郷線東側と町道東成田

長福寺線の南側、町道中村川内線に囲まれた旧大郷牧場位置など約

100ヘクタールの町有地、牧野組合所有地を候補地として、これから具

体的な検討に取りかかるところであります。これは昨年将来を担う町

の活性化のためにパソコンで学んだ小学校６年生の子供たちのアイデ

アを将来に生かすプロジェクトとして考えているところであります。 

    （２）及び（３）につきましては、この縁の郷プロジェクト構想、ア

スレチックパークだけでなくて先ほど申し上げました100ヘクタールの

中でパストラル縁の郷、貸し農園及び縁ホースパーク、既存の施設も

含めて11のアクティビティーゾーン、要するに「活動」「遊び」「体

験」に区分けしたものを構想しており、今後その構想のグラウンドデ

ザインの作成、協議会の設立、運営等にかかる経費については、予算

を計上させていただくことを考えてございます。 

    また、これからの協議の中で最低限のインフラ整備などについては、

町負担が発生してくる方向になることも含め、それらの調整を図りな

がら、それぞれのアクティビティーについて民間の事業者の投資・運

営により実施いただけるよう進めてまいりたいと考えているところで

あります。 

    現在の厳しい本町では、町の財政だけでこのような事業は進められま

せんので、地方創生総合交付金なども活用した、国の補助・助成を活

用して自力・他力を有機的なつながりをもって目的を達成したいと考

えております。 

    このようなプロジェクトが大郷らしい農業を核とした健康的で自然と

共有した子供たちが、自然を活用した学びの中で、また遊びの中で都

会人や地方人も、また他人も自分も互いに触れ合い、認め合う人間と

して大切な忍耐や緊張感などを達成できるものと自負しているところ

でありますので、よろしくどうぞ御協力を賜りたいと思います。 

議長（石川良彦君） 次に答弁願います。教育長。 

教育長（鳥海義弘君） 大綱１、（３）について答弁いたします。 

    （３）のオンライン授業の実施につきましては、小中学校でタブレッ

ト端末を使った授業づくりや小中学校間等で先生方がオンライン研修

を行うなど、臨時休業時に在宅でタブレット端末を活用したオンライ

ン授業が実施できるように準備を進めております。今月ＩＣＴ教育推

進委員会を開催し、今後のスケジュール等を検討いたしました。非常

時にあっても子供たちの学びを保障するため、スピード感をもってオ
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ンライン授業の実現に取り組んでまいります。以上でございます。 

議長（石川良彦君） ちょっと待ってください。 

    再質問の前に確認しておきます。今１番の新型コロナウイルス感染症

対策についての（２）番目の答弁におきまして、抗体検査のできる医

療機関を県内に数か所あるという答弁をいただきましたが、通告書に

は抗体検査ができる医療機関はどこなのかということで通告されてお

るんですが、保健福祉課長にお伺いします。具体的に分からないとい

うことなんですか。５か所しか分からないということですか。分かる

の。分かるんであれば、どこなのかという質問なので具体的に答えて

ください。 

    保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） 今、手元にある資料で仙台市に５か所ほどござ

います。以上でございます。 

議長（石川良彦君） ここで、10分間休憩といたします。 

午 前 １０時４７分  休 憩 

午 前 １０時５７分  開 議 

議長（石川良彦君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    初めに、先ほどの１回目の質問に対する答弁の捕捉を保健福祉課長に

お願いします。 

保健福祉課長（鎌田光一君） 抗体検査のできる機関としまして厚労省のほう

に登録されているもので、いずれも仙台市でいずみ野村ファミリーク

リニック、渡辺内科胃腸科医院、めざきクリニック、七郷クリニッ

ク、佐々木悦子産婦人科クリニック、あとこちらのほうで独自に調べ

たところ、多賀城市にも１か所、多賀城あかざクリニックというとこ

ろで抗体検査を受けられるということになっております。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） それでは、再質問したいと思います。 

    感染履歴について、保健所のほうで調査を行っているということです

が、最近は本町でも感染者がゼロということが続いているんですが、

その前はぽつっぽつっと１人ということで出ているんですけれども、

１人１人出たやつはないんですか。保健所、全部保健所任せなんです

か。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。 

    保健所から町に来る情報としましては、公表される内容のみの内容で
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しか報告ありません。ですので、調査する権限もありませんし、調査

する機会もございません。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） いや、町でもし出たとき、保健所に聞くことはできるん

でないの。できないんですか。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） 町で発生した場合には、保健所から町のほうに

報告があります。今日発表、何名ということで、その内容について

は、先ほど申し上げた範囲内でしか報告はありません。以上です。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 出たときに、保健所から何名ということで出たというこ

とだけしか報告がないんですか。こちらからはどういう状況だったの

か聞くことはできないんですか。報道では酒の提供をやっているとこ

ろだけがとても悪いように言われているんですけれども、本町の場合

の感染って、そういうところに行かないような人もなっていると思う

んです。だから違う場所で、こういうことでなったよというようなこ

とを調査するべきでないのかと思ったんですけれども、いかがです

か。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。 

    保健所から来る情報で、プラスアルファでの情報提供というのは過去

においてクラスターが生じた場合、そこの滞在者であったとかそうい

った程度であって、ほぼ町に来る段階においての感染履歴の状況につ

いては、現在調査中という報告でしかありません。ですので、町とし

ては、調査するすべもございません。以上です。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） クラスターというのがあって、そういう情報しかないと

いうんだけれども、例えばクラスター、どこの施設でなったとかとい

う報告もないんですか。 

議長（石川良彦君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。具体的にはございません。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 次に抗体検査できる機関が仙台、多賀城ということだっ

たんですけれども、もう少し調査してもらいたいなと。今休憩所で聞

いていたら利府にもあるような話も聞いているんで、そういうところ
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で抗体検査、抗体検査見ますというのを提示してほしいんです。報道

機関を見ていたんですけれども、今回一般質問で料金幾らかかんだべ

と思ったんですが、テレビ局では3,300円だそうです。そういうのを分

かれば、じゃ3,300円だったら行きましょうかというようになるんで、

仙台だと遠いからわざわざ行くこともないのかなと、そのように思う

ので、その辺の近くの抗体検査できるようなところを調べていただけ

ませんか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。保健福祉課長。 

保健福祉課長（鎌田光一君） お答えいたします。できる範囲で情報収集した

いと思います。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） テレビなんかでアルコールを飲酒される、それからたば

こを喫煙される方、ほとんど私に当てはまっているんだけれども、そ

うすると抗体が100％でなく80％ぐらいにしかならない。半年後には、

もう80％を切るというようなことだったので、ぜひその辺を、できれ

ば早めにお願いしたいと思います。 

    それから、学校のオンラインのほうは実現に取り組んでいくというこ

とだったので、よろしくお願いしたいと思います。 

    次に防犯カメラについてなんですが、２年度か、２年度に道の駅の駐

車場につけたということで、今年は道路沿いにはつけてないんですけ

れども、これから本格的につけていただけたらいいなと思っていたん

です。町長は前に他の町村の境あたりにつけたいということだったん

ですが、それも先行してやってもらいたいんですけれども、チェーン

脱着場ありますよね。夏の間は閉まっているんですけれども冬の間に

開けますよね。そうすると、そこに不法投棄していく人がいっぱいい

るわけですよ。予算もあるから大変だと思ったんですけれども、そう

いうところにもいずれ設置していただきたいんですが、そういう考え

はございませんか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） 先ほど町長が答弁したとおり、防犯カメラ14台に

つきましては、主要交差点並びに大郷小学校の周辺についてございま

す。それで今後の計画としては大郷町から出る、入るところ、町外に

出る道路を基本としてつけていきたいと考えております。 

    ただ、先ほど御提案ありましたチェーン脱着場につきましては、我々

には捜査権というものがございませんので、設置者がそれを見て犯人
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の特定というようなことをする権限がございません。ですので、そう

いったものは警察当局のほうにお願いせざるを得ないものですから、

もし不法投棄だけの監視のためにつけるというのは費用対効果的にい

かがなものか、どうなのかなということを鑑みれば必要最低限なもの

につけるとしても、今後計画的に、先ほど言いました町村境を優先順

位の初めのほうとして少しずつではありますが、つけてまいりたいと

思います。以上です。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 優先順位はそのとおりでいいと思うのですが、行政のほ

うでもし不法投棄なりつけられないというんであれば、例えば、例え

ばですよ、大きな声では言えないですけれども看板を立てて、看板を

立てて、カメラ設置したとかそういうのを立ててカメラの格好をして

いるようなものがあれば抑止につながると思ったんですが、いかがで

すか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町民課長。 

町民課長（千葉 昭君） お答えいたします。 

    今、議員御指摘のありました看板とかそういったものについては、現

在ものそのものもございます。チェーンの脱着場とかにつけたことは

ないんですけれども、地区の衛生組合長さん、衛生組合長さんからの

要望等によりまして、設置できる場所・できない場所ございますが、

できるところであって効果が確認できるようなところであれば、設置

のほうは十分検討できるものと思います。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） ぜひお願いしたいなと。 

    あと、このドライブレコーダーなんですけれども、値段的に高いもの

で３万ぐらいだということだったんです。この機器に使うものだとい

うものは分かるんですが、例えば前の車がなんか、そうでなくても不

法投棄やったというのをしている場合、そういう場合に、町民からこ

ういうことをやった車がありますよとか提供があったときにいいんじ

ゃないのかなというように思ったんですが、その辺に対する補助は考

えてないということなんですけれども、どうですか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） お答えいたします。 

    ドライブレコーダーの映像につきましては、例えばテレビで何かの事

故があった際にも映像、個人からの提供映像ということでドライブレ



―２０６― 

コーダーだったり、スマートフォンの動画が報道機関に提供されてい

るわけですが、その際にも報道機関では関係者も含めてモザイクをか

けて、その行為だけを映している、放映している状態でございます。

ですので、これを自分が撮影したからといって他人が写っている映像

をＳＮＳ等に流した場合、流すことによって犯罪のおそれが出てく

る、そういった可能性のあるものに対して公費で補助金をするものは

いかがなものかと考えているということでございます。個人でおつけ

になる部分につきましては、問題はないとは思いますし、議員さんお

っしゃるとおり犯罪の抑止力につながることも確かではありますが、

そのほかのこともあり得るということでございます。 

    以上でございます。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） なかなか総務課長難しいこと言うので、前向きに捉える

ことはできないんですね。分かりました。 

    次、公約についてということでアスレチックパークの構想なんです

が、町長の構想、どういうようなアスレチックを考えているのか。例

えば富谷市には大亀公園、大衡村にもあります。ああいうような形の

ことを想定しているのかどうか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 今、町で考えている、子供たちも自分たちの将来の町の

イメージをパソコンで描いたものがどういうものかということになり

ますと、千葉県にある、あのようなディズニーランドみたいな大枚な

予算を必要とするものを私が町に提案しているものでない。ああいう

ものを求めているのではないということを子供たちも理解してござい

ます。あの縁に行く途中の左側の雑木山、あの雑木も50年ぐらいなっ

てますから、結構な多さに。あの雑木の木を利用した、要するに空中

を移動する、そういう遊び物、ワイヤーロープを伝わって隣の沢に行

ったり、そういう施設がまず一つ。 

    それからオートキャンプ場、それから一般的なキャンプ場といわれる

キャンプ場。また、これも外国で生活をしてきた人で英語の達者な方

が本町に何回かお見えになって、今子供たちがすごく憧れて、そうい

うものにチャレンジするサバイバル、サバイバルゲームの拠点をその

一角につくりたいと。サバイバルゲームの。そういうものを作った

り、まず自然を活用した今の既存の縁クラインガルテン、それから乗

馬クラブ、そういうものをもう少し立体的に、観光事業としての総合
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的な遊び場を欲しいと。こういう内容から、今後専門家をお願いして

様々な手がけている事業者の皆さんにも、この事業に考え方、検討委

員会の委員にお願いして、その素案を仕上げると、そういう内容のも

のです。 

    今予算がどれだけかかるかとか、どの規模でとどめるかというような

ことは、まだ何も考えておりませんが、あの全体100町歩、100ヘクタ

ールの中、60ヘクタール、それだけは町としても自然林として残さな

くてないという、そういう考えでありますので、その100ヘクタール

を、エリアにそういう事業を展開する、そういうことでありますの

で、まさに自然と共有した事業展開をする。今、道の駅に年間55万人

の来客が来ている。その人たちの何割かはそちらのほうに誘導した

り、またそれから櫻井家の古民家の活用なども一つの観光エリアの中

で考えてまいりたいということであります。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） このアスレチックパークって子供たちの意見、前にもら

ったやつでこういうのがあったらいいなということで考えたパークだ

と思っていたので、子供たちのためのパークだと思っていたんですけ

れども、ということは大人の人たちが観光で来て使えるようなパーク

にしたいということでいいんですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） 親子連れで、親子、親も子も一緒になって遊べる、そう

いうゾーンです。いろんな11のブースがありますから、どこに来るか

は分かりませんが、まず園に来て親子で遊べる、そういう場を提供す

ると、そういうことです。都会の子も地元の子も一緒になって触れ合

う、そして親子で大郷を知ってもらって、片っ方では定住促進やって

いるから、そこに自分たちの住む場所も設けたいなと。大郷の人たち

が大変心豊かな人たちが多いなと、こう思われるような環境づくりに

も一役買っていただきたいなというふうに思っています。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 私は最初から大衡にある、大衡村にあるような、富谷市

にあるようなばっかりしか頭になかったんです。例えば木を使って、

木を切ったやつを使ってそういうものをやるんであれば木は腐れるわ

けですよ。そうするとまた撤去にお金かかるわけです。例えばね、例

えばやんちゃ丸もそのとおりであって結構かかりますよ。そういうの

を想定していたものですからオートキャンプ場なんていう頭は全然な
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かったものですから、そう考えたんですけれども、最後に公園をつく

ってほしいというのは町民からあったんです、大郷町には。例えばボ

ールを蹴る、投げる、打つ、そういうような場所ってないんですよ。

子供たちが。ないの。確かに郷郷ランドあります。狭いですよね。本

当に子供たちが跳ね回る、そういうような場所をつくってほしいとい

う親からの意見もあったんです。ところが、なかなかやっぱり財政的

に厳しい中で、そういう話を持ち出すのもちょっとつらいなというふ

うに思っていたんです。もしそういうのもあるんであれば、本当にみ

ちのく湖畔公園の一角だけでもいいからそういうような平らなところ

をつくってほしいんです。 

    町長らの年代では小さいころ、遊びっていったら相撲とか力自慢の遊

びしかなかったじゃないですか。ボール使って遊んだとか記憶にあり

ますか。我々のときはボール１個しかないんですよ。それでいろんな

ことを、子供たちだけで遊びを考えて遊んでいたわけです。今なんて

総務課長なんか分かっているけれどもロクモンスやってる子供なんて

いないですよ。いないよね。そういう場所がないから。そういう子供

たちが自分で考えて遊べるような場所が、もし財政的に余裕があるん

であれば考えほしいと思うんですが、いかがですか。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） やるからには財政がある・なしじゃない。本当に必要な

事業なんだと。大郷町の将来にとって、大郷町の未来がこういう町で

ありたいという、これから大郷町を背負って立つ子供たちが描いた夢

を形に変えるというのが我々の大人の責任だなと、そう思っています

ので、これはあらゆる事業費をかき集めても応えていかなければなら

ない。 

    そして、また国のほうも今地方創生に対する考え方も昨日自民党総裁

も決まったので、もうそろそろそれなりに、今各地方自治体が東京に

集中していますよ。そういうことからしましても私もそういう関係す

る代議士ともつながりがございますので、既にその話も向こうに行っ

ている。そんなことで財政の厳しいからこそ今将来に向かって何かを

しなくてないのかという方向性をぶれないでやっていかなくてないと

いうことであります。 

    それからもう一点、今の関連する内容でありますが、中学校の子供た

ちがあの狭い校庭で野球、ソフト、サッカーと３つの競技をやってい

るそうです。一番歴史の若いサッカーの部活が大変野球、ソフトに遠
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慮しながらやっているので、何とかしてサッカー場をつくってくれな

いかという子供たちの願いがございました。これにどう応えるかとい

うことで、プラス思考でものを見たら、あぁあったな、今度の中粕川

復興事業の中に、あの緑地帯の中にサッカー場をつくってやろうとい

うことで今国交省とも協議を進めているところであります。そういう

形で新しい国の力をいかに我々が上手に取り入れていくかという、そ

ういう先見性も必要だということでありますので、必ずしも財政がな

いから、財源がないから、力がないからでなくて……。 

議長（石川良彦君） 町長、その答えに……。 

町長（田中 学君） どうしてそこに目を向けていくか……。 

議長（石川良彦君） 考えていくということでいいですね。 

町長（田中 学君） ということが大事なので……。 

議長（石川良彦君） 簡単にお願いします。 

町長（田中 学君） 議員の質問についても、そこまで私が前向きに話をして

いるということは多分理解されたというふうに思いますが……。 

議長（石川良彦君） 余り拡大しなくて大丈夫です。 

町長（田中 学君） よろしくどうぞお願いを申し上げて、財源なくてもやっ

ていこうという、その気力、それがなければ最初から何もできないと

いうことでありますので、よろしくどうぞお願いを申し上げたいと思

います。 

議長（石川良彦君） ということです。よろしいですか。はい。 

７番（熱海文義君） 町長の熱弁は聞いたんですけれども、公園、子供たちが

跳ね回る公園、つくるのかつくらないのか聞いただけなんだけれど

も、一緒にその構想もやって検討していくということでいいですか。 

議長（石川良彦君） そういうこと含めてやっていくという、さっきその延長

でサッカー場まで出たということです。 

議長（石川良彦君） これで、熱海文義議員の一般質問を終わります。 

    以上をもちまして、一般質問を終わります。 

                                    

  日程第３ 同意第３号 大郷町監査委員の選任につき同意を求める 

             ことについて 

議長（石川良彦君） 次に日程第３、同意第３号 大郷町監査委員の選任につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（田中 学君） 同意３号、監査委員の選任につき同意を求めるものであ



―２１０― 

ります。 

    下記の者を監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第196条第１項の規定により議会の同意を求める。 

記 

    住  所 大郷町味明字森屋敷23番地の１ 

    氏  名 雫 石   顕 

    生年月日 昭和28年９月16日 

    令和３年９月30日 提出 

大郷町長  田 中  学 

    次ページに、次ページの経歴書を御覧いただき、同意を賜りたいと存

じますので、どうぞ経歴書を目を通していただいて御理解、御協力を

賜りますようお願いを申し上げて説明といたします。よろしくお願い

申し上げます。 

議長（石川良彦君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

    これより質疑に入ります。ございませんか。７番熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 全協でも聞きましたけれども、地域振興公社の監査委員

もやっているということで、町長は地域振興公社のほうの監査委員を

辞めていただくというように発言したと思いますが、町長にその権限

があるんですか。まず１点。 

    それから、この監査委員の方、２つの監査委員をやっていたことに問

題はないと認識していたのか。あってもそのままやっていたのか、そ

の辺のことを聞きたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 私から、筆頭株主としての立場から監査委員を指名する

権限がございます。そういうことで雫石氏を監査委員にお願いをして

いたということであります。 

    それから、分かっていて町の監査委員と兼務させたのかということで

ありますが、正直言って私分かってございませんでした。それが今回

分かったので、本人に公社の監査委員を退いていただくことを確認を

し、公社にもその旨伝えてございますので、今は全協の日をもって公

社の監査委員を抹消しているということであります。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 町長の認識でということでなくて、監査委員さん自体、

監査委員やっているんだから何か研修をやっているわけですよ。こう

いうのはいいとか悪いとか、そいづをやっていて監査委員さん本人が
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２つの、第三セクターと一緒に監査委員をやっているということに問

題意識はなかったんですかと聞いたんです。 

    それから、筆頭株主の権限なんですね、監査委員の任命というのは。

地域振興公社のほうです。そうなんですね。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。副町長。 

副町長（武藤浩道君） お答えいたします。 

    筆頭株主であります町側と、それから地域振興公社の理事会のほうで

監査委員、どなたにするかというのを決めているわけでございますの

で、町は筆頭株主でございますので問題ないと。 

議長（石川良彦君） 監査委員の認識については。副町長。 

副町長（武藤浩道君） 監査委員の認識につきましては、地方自治法の 199 条

の２に監査法上の除斥の規定がございます。今まで雫石監査委員は地

域振興公社の監査役にもなっておったわけなんですが、これは違法で

はございません。どちらもできるんですが、例えば町の監査をする場

合、町から財政援助団体等の監査をする場合、代表さん、雫石さんは

監査ができないという規定でございます。ですから、今まで令和元年

の９月９日から地域振興公社の監査役をやっておるのでございますが、

現在まで、元年９月９日から現在まで町の地域振興公社に対する監査

はしておりません。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 監査委員本人さんの認識については、誰も分からないと

いうことですね。はい。熱海文義議員。 

７番（熱海文義君） 今、最後にどっちか監査してないと聞いたんですけれど

も、監査してなくて監査委員なんですか。どうなんですか。 

議長（石川良彦君） 副町長。 

副町長（武藤浩道君） 舌足らずで申し訳ございません。地域振興公社の監査

役としては監査しているわけです。町の監査として地域振興公社の監

査はしていないということです。定期監査・随時監査いろいろあるん

ですが、町として、町に２人おりますけれども、監査委員ですね、議

選の監査委員さん、それから一般から今回同様に出ていただく監査委

員さん、２人いるんですが、町の監査を、財政援助団体の監査をやる

際に除斥されるという規定によりまして、199 条の２によって排除され

るわけです。言い方悪いんですけれども。町で監査やる際に……（発

言者あり）そうです。町、町の監査委員として……（発言者あり）そ

うです。町の監査委員としての立場で監査役に就いているわけでござ

いませんので、雫石さん個人として監査役に就いてるわけですから問
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題ないんです。法的に。以上です。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。12番千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 今の件ですね、必要なかったという言葉は、必要という

か、いわゆる役割をお願いしておって監査しなかったということは、

その時点で問題があったということですか。なぜその段階で監査委員

を替えるようなことをしなかったんですか。ずっとそのまま令和、先

ほど令和だか平成だか、多分令和元年から云々という話だと思うんで

すが、令和元年に気づいたということになれば、この段階からもう既

に監査委員としての、いわゆる振興公社の監査委員としての役割は問

題があるということだったんだから、その段階で替えるべきだったん

じゃなかったんですか。なぜ今までに至っているんですか。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。総務課長。 

総務課長（遠藤龍太郎君） お答えいたします。 

    まず監査委員の任命に兼業の、兼務の可否につきましては、地方自治

法 180 条の５第６項に規定が置かれておりますが、これはあくまでも

当該地方公共団体との請負等に係るものについてのものであり、地方

公共団体が出資している団体に対する監査委員を就任することは法律

上禁止されておりません。 

    先ほど来問題になっております兼業の件ですけれども、先ほど町長答

弁したとおり、今回よく調べたら財政援助団体の監査を町の監査委員

としてする場合に除斥されるということを、本人は就任当時分からな

かったようでございます。現在、その旨を町側から御連絡し、そうい

った兼務することによって地域振興公社の、町の監査委員としての監

査ができない旨を申し上げましたところ、辞職されるということにな

ったものでございます。以上でございます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） 公社側から今回の対象になっている監査委員に対する手

当など、どうなっているのか、１点。 

    それから、なぜこのようなことが放置されていたのか。その辺気づい

たんでしょうから、早くね、もっとその間に替えて補充するというこ

とが必要だったと思うんですよ。 

    ということは、確かにいろいろ援助団体云々言っておりますが、約１

億円近くの財源を、町からの金の持ち出しがあるわけで、7,500 万がい

まだにガーデン事業の中で実施されたものが戻ってこないと、補助金

がね。かなり多額の金が町から持ち出しされている団体なんですよ。
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そういう中にあって監査委員が厳しく、その場に実際入らなかったか

らどうのこうのでなく、立場として、同じ人間が一つのものに就いて、

責任あるわけですから、黙っていても、その場合には何らかの形で阿

吽の姿が出てくると思うんですよ。そういう状況について、何も考え

なかったんですか。いわゆる責任者として、誰が責任者なのか。多分

公社の責任者、今田中 学さん、町長が責任者だと思うんですね。そ

の辺について、気づかなかったということよりも気づかないふりをし

たんでないかと私から言わせると言いたいんですが、町長、お願いし

ます。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 気づかないふりをしていたのではないかという、そのよ

うな疑惑を受けたわけでありますが、そうであればその時点で対処し

た行動があるはずであります。それがなかったということは本当に知

らなかったということに対しまして深くおわびを申し上げたいと思い

ます。今後そういうことのないように、ただいま選任をいたす前に雫

石氏には全協が終わった時点で公社の監査委員を除斥してもらうとい

うことで確認をしてございますので、公社のほうもそのような取扱い

をするようにというようにいたしましたので、何ら今の立場は問題な

いというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） 千葉勇治議員。 

12番（千葉勇治君） ちなみにですね、これまでの過去について何も、今町長

の答弁があったように前向きな形で解消していくということでござい

ますので、それを評価しながらも、今後空白になるであろう監査委員、

公社の監査委員については、どのように考えているのかお願いしたい

と思います。 

議長（石川良彦君） 町長。 

町長（田中 学君） できれば民間登用で、しっかりした経営能力のあるよう

な、監査までできるような人材を登用したいというふうに考えており

ます。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    本案は人事案件でありますので、議会運営に関する基準111により討

論は省略し、投票による表決といたします。 

    これより、同意第３号 大郷町監査委員の任命につき同意を求めるこ
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とについてを採決いたします。 

    この採決は無記名投票で行います。 

    議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

議長（石川良彦君） ただいまの出席議員は全員であります。 

    次に、立会人の指名を行います。 

    会議規則第30条第２項の規定により、立会人に３番赤間茂幸議員、４

番大友三男議員を指名いたします。 

    これから投票用紙を配ります。 

〔投票用紙配付〕 

議長（石川良彦君） 念のため申し上げます。本案に賛成の方は「賛成」と、

反対の方は「反対」と記載願います。 

    なお、議会運営に関する基準第118の規定により、白票は否決扱いと

なります。 

    投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 配付漏れなしと認めます。 

    次に、投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

議長（石川良彦君） 異状なしと認めます。 

    ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げ

ますので、順番に投票願います。 

〔事務局長の点呼により投票〕 

議長（石川良彦君） 投票漏れありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 投票漏れなしと認めます。 

    投票を終わります。 

    開票を行います。赤間茂幸議員及び大友三男議員の立会いをお願いい

たします。 

〔開  票〕 

議長（石川良彦君） 投票の結果を報告いたします。 

    投票総数   13票 

    うち有効投票 13票 

      無効投票 ０票です。 

    有効投票のうち 賛成 10票 
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            反対 ３票 

    以上のとおり、賛成多数であります。 

    したがって、同意第３号 大郷町監査委員の任命につき同意を求める

ことについては、原案どおり同意することに決定いたしました。 

    議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

                                    

  日程第４ 議案第５８号 令和３年度大郷町一般会計補正予算 

             （第６号） 

議長（石川良彦君） 日程第４、議案第58号令和３年度大郷町一般会計補正予

算（第６号）を議題といたします。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。財政課長。 

財政課長（熊谷有司君） 皆さん、こんにちは。 

    それでは、議案第58号一般会計補正予算（第６号）につきまして提案

理由の説明を申し上げます。 

    補正予算書２ページを、お開き願います。 

    議案第58号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第６号） 

    令和３年度大郷町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

    （歳入歳出予算補正） 

    第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,938万

8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55億

9,376万6,000円とする。 

    第２項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

    令和３年９月30日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    今回の補正予算の概要につきまして御説明をいたします。 

    今回の補正予算ですが、新型コロナウイルスワクチン接種業務につい

て、時間外及び休日等の接種単価の増に伴う増額、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため営業時間短縮等の要請に協力した飲食店に対

する協力金支給及び新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営

の安定に支障を来している中小企業者等に対して事業支援交付金支給

に係る予算について計上したものでございます。 
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    歳入では、新型コロナウイルス関連の国県補助等の特定財源、財政調

整基金において財源調整をしたものでございます。 

    続きまして、３ページをお開き願います。 

    第１表歳入歳出予算補正により、各項ごとに内容を説明いたします。 

    まず、歳入です。 

    第15款国庫支出金第１項国庫負担金345万3,000円の増額補正。時間外

及び休日等の接種費単価の増に伴う新型コロナウイルス接種費負担金

の増によるものでございます。 

    第２項国庫補助金942万7,000円の増額補正。新型コロナウイルス感染

症事業者支援等に係る地方創生臨時交付金の増によるものでございま

す。 

    第16款県支出金第２項県補助金2,584万5,000円の増額補正。新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止協力金及び感染症対応事業者支援市町村補

助金の増によるものでございます。 

    第19款繰入金第１項基金繰入金57万3,000円の増額補正。財源調整と

しての財政調整基金の増によるものでございます。 

    歳入補正額合計3,938万8,000円でございます。 

    続きまして、４ページを御覧いただきます。 

    歳出です。 

    第４款衛生費第１項保健衛生費354万3,000円の増額補正。時間外及び

休日等の接種費単価の増に伴う新型コロナウイルス接種業務の増によ

るものでございます。 

    第６款商工費第１項商工費3,584万5,000円の増額補正。新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため８月20日から10月１日までのまん延防止

等重点措置及び緊急事態宣言期間中に宮城県の営業時間短縮等の要請

に協力した飲食店に対する協力金支給及び新型コロナウイルス感染症

の発生に起因して経営の安定に支障を来している中小企業者等に対し

て事業継続支援交付金支給に伴う増額でございます。 

    歳出補正額合計3,938万8,000円でございます。 

    以上、補正前の予算額55億5,437万8,000円に歳入歳出とも3,938万

8,000円を追加し、補正後の予算額を歳入歳出それぞれ55億9,376万

6,000円とするものでございます。 

    一般会計補正予算（第６号）につきましては、以上の内容です。 

    議案第58号につきましての提案理由の説明は、以上でございます。 

    次ページ以降の事項別明細書を御覧いただきまして、御審議の上、御
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可決賜りますよう申し上げます。 

議長（石川良彦君） 以上で、議案第58号について説明を終わります。 

    これより質疑に入ります。ございませんか。９番和賀直義議員。 

９番（和賀直義君） 拡大協力金と、あと支援交付金、具体的な金額と対象件

数がおのおのどれくらいあって、あと大まかなスケジュールです。支

払いまでのスケジュールをお示しください。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    まず、拡大防止協力金でございますが、こちらにつきましては期間が

３期に分かれてございます。３期・４期・５期ということで、これま

で１期・２期ということでやってきましたが、３期については８月

20日から８月27日までの７日間、４期につきましては８月27日から９

月13日までの17日間、５期につきましては９月13日から10月１日の午

前５時までということになりますので、10月１日までの18日間という

ことでそれぞれ区分けされてございます。それぞれにおいて、おおよ

そということになりますが、３期については約300万、４期については

約1,100万、５期については760万ということで交付を見込んでおると

ころでございます。 

    この交付の積算根拠となります件数でございますが、それぞれ主に飲

食店ということになりますが、15件を見込んでございます。 

    それから、事業継続支援交付金でございますが、こちらにつきまして

は前年もしくは一昨年の年間の平均の売上げを比較して、今回１月か

ら６月までということになりますが、９月から12月です、９月から

12月ということで、その期間において20％以上の売上げの減少があっ

た場合にということで中小企業者に対して交付するものでございます。

こちらにつきましては、１件当たり定額で10万円、こちらの100事業者

ということで予算1,000万円ということで、さらにですね、そこにさら

に県からプラスで交付金がございまして、さらにそこに10万円プラス

４万円ということで14万円ということになりますが、こちらで、合計

で1,400万円の計上ということになります。 

    なお、スケジュールということになりますが、本日予算の御可決いた

だきましたら要綱の交付、公告のほうさせていただきまして、早速申

請受付をさせていただければと思います。その申請いただきまして、

こちらでも事務処理をさせていただきながら、迅速に事業者の方に届

きますように迅速に対応してまいります。 



―２１８― 

議長（石川良彦君） 和賀直義議員。 

９番（和賀直義君） 詳細にわたって御説明ありがとうございます。 

    申請してから支払いまでの期間というのは幾らと見ていらっしゃるん

ですか。 

議長（石川良彦君） 農政商工課長。 

農政商工課長（高橋 優君） こちらにつきましては、警察での事業者の確認

ということもございますので、そうなりますと３週間ぐらいから事務

的な時間としてはかかってくるようになると思います。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって質疑を終わります。 

    これより討論に入ります。ございませんか。 

〔「討論省略」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 討論省略の御発言がありますので、これをもって討論を

終わります。 

    これより、議案第58号 令和３年度大郷町一般会計補正予算（第６

号）を採決いたします。 

    この採決は起立により行います。 

    お諮りします。本案は原案どおり決することに賛成の議員の起立を求

めます。 

〔賛成者起立〕 

議長（石川良彦君） 起立全員であります。したがって、本案は原案どおり可

決されました。 

                                          

日程第５ 閉会中の所管事務調査 

議長（石川良彦君） 日程第５、閉会中の所管事務調査を議題といたします。 

    各委員長から所管事務のうち会議規則第70条の規定により、お手元に

配付した所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出が

あります。 

    お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し

出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 
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議長（石川良彦君） 以上をもって、本定例会に付議された事件の審議は全部

終了いたしました。 

    閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

    今定例会は時節柄大変お忙しい中、連日御審議を賜りましたことを心

から感謝申し上げます。 

    今定例会は、去る９月14日開会以来17日間にわたり、令和２年度各種

会計決算認定を中心に、人事案件、条例の一部改正、令和３年度各種

会計補正予算などを審議してまいりましたが、議員各位の特段の御協

力により、ここに今定例会を閉会できましたこと感謝を申し上げま

す。 

    今定例会に提案されました議案等、決算認定等、いずれも町政を展開

していく上で重要な案件でありましたが、議員各位におかれましては

町民の代表機関としての機能を十分に発揮され、終始極めて真剣な審

議により、それぞれ適切・妥当な結論を得たのでありまして、この御

精励に対し、深く敬意を表しますとともに厚く御礼を申し上げます。 

    また、執行部におかれましても、町長を初め課長各位には審議の間、

常に真剣な態度で御協力をくださいました。その御労苦に対し、深く

敬意を表しますとともに、本会議あるいは決算審査特別委員会におい

て出されました意見・要望などに特に配慮していただき、今後の町政

執行に十分反映されますようお願いするものであります。 

    収穫の秋、議員各位には何かと御多忙のこととは存じますが、それぞ

れ御自愛くださいまして今後町政の積極的な推進に御尽力賜らんこと

をお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

    これにて、令和３年第３回大郷町議会定例会を閉会といたします。 

    大変御苦労さまでした。 

           午 前 １１時３６分  閉 会 

                                   

    上記の会議の経過は、事務局長 千葉 恭啓の記載したものである

が、その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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